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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

医
療
法
及
び
医
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
〇
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
地
域
間
の
医
師
偏
在
の
解
消
等
を
通
じ
、
地
域
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
都
道
府
県
の

医
療
計
画
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
関
す
る
事
項
の
策
定
、
臨
床
研
修
病
院
の
指
定
権
限
及
び
研
修
医
定
員
の
決
定
権
限
の
都

道
府
県
へ
の
移
譲
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
者
が
、
医
師
少
数
区
域
に
お
け
る
医
療
の
提
供
に

関
す
る
知
見
を
有
す
る
た
め
に
必
要
な
経
験
等
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

医
師
少
数
区
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
病
院
等
の
開
設
者
は
、
地
域
医
療
の
提
供
に
影
響

を
与
え
る
場
合
等
を
除
き
、
一
の
認
定
を
受
け
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
に
、
こ
れ
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

都
道
府
県
が
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
、
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関

す
る
事
項
、
医
師
の
確
保
に
関
す
る
事
項
、
医
師
少
数
区
域
等
の
設
定
に
関
す
る
事
項
等
を
追
加
す
る
。

四

都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
対
策
協
議
会
に
お
い
て
、
医
師
の
確
保
に
関
す
る
事
項
の
実
施
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議

を
行
い
、
当
該
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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五

都
道
府
県
は
、
対
象
区
域
ご
と
に
関
係
者
と
の
協
議
の
場
を
設
け
、
関
係
者
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
外
来
医
療
に
係
る

医
療
提
供
体
制
の
状
況
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

六

臨
床
研
修
病
院
の
指
定
権
限
を
都
道
府
県
知
事
に
移
譲
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

都
道
府
県
ご
と
の
研
修
医
の
定
員
の
範
囲
内
で
、
毎
年
度
、
医
師
少
数
区
域
に
お
け
る
医
師
の
数
の
状
況
に
配
慮
し
た
上

で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
臨
床
研
修
病
院
ご
と
の
研
修
医
の
定
員
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

七

医
学
医
術
に
関
す
る
学
術
団
体
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
団
体
は
、
医
師
の
研
修
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
研

修
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
都
道
府

県
知
事
の
意
見
を
聴
い
た
厚
生
労
働
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八

都
道
府
県
知
事
は
、
病
院
の
開
設
等
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
構
想
区
域
に
お
け
る
病
床
の
数
が
、
当

該
構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
合
計
に
既
に
達
し
て
い
る
等
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
手
続
を
経
た

上
で
、
申
請
者
（
公
的
医
療
機
関
等
に
限
る
。
）
に
対
し
、
病
院
の
開
設
等
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

九

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
四
、
七
及
び
八
は
公
布
の
日
か
ら
、
一
、
二
及
び

六
は
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


